
〔
第
84
回
〕　

龍
仙
寺
の
勧か

ん

孝こ
う

悌て
い

碑ひ

⑤

　
『
国こ

く

郡ぐ
ん

志し

下
調
べ
書
出
し
帖ち

ょ
う

』

に
府
中
村
の
孝
行
者
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

「
孝
子　

源
三
郎　
　

父
ニ
孝

養
ヲ
尽
し
先
年
御ご

褒ほ
う

美び

被く
だ
し
お
か
れ

下
置

候そ
う
ろ
う　

委い

細さ
い

行ぎ
ょ
う

状じ
ょ
う

等と
う

之
義
ハ
孝こ

う

儀ぎ

伝で
ん

御
書
物
ニ
御お

書か
き

載の
せ

も
有こ

れ

之あ
る

へ
く
御ご

ざ
そ
う
ろ
う

座
候
」

と
、
孝
子
源
三
郎
の
み
が
記
録
さ

れ
て
い
て
、
あ
さ
、
庄
松
の
二
人

に
は
記
載
が
な
い
。

　

こ
こ
に
あ
る
『
孝
儀
伝
』
な
る

「
御お

ん

書し
ょ

物も
つ

ニ
御お

ん

書か
き

載の
せ

」
と
は
一
体

全
体
如
何
な
る
書
物
か
。
当
時
の

文
献
史
料
を
見
る
と
広
島
藩
が
編

集
し
出
版
し
た
『
孝
義
伝
』
と
い

う
書
物
が
あ
る
の
で
、
―
線
部
は

義
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。

　

広
島
藩
に
は
八
代
藩
主
斉な

り

賢か
た

の

代
の
享き

ょ
う

和わ

元
年
（
１
８
０
１
年
）

に
領
内
の
孝
子
の
評
伝
を
集
め
た

『
芸
備
孝
義
伝
』（
初
編
、
九
巻
九

冊
）
と
い
う
書
物
を
京
都
の
出
版

社
か
ら
出
し
て
い
る
。
こ
の
書
物

は
、
元
は
七
代
藩
主
重し

げ
あ
き
ら晟
が
、
儒じ

ゅ

官か
ん

の
頼ら

い

春し
ゅ
ん

水す
い

・
杏き

ょ
う

平へ
い

の
二
人
に
命

じ
て
、
領
内
の
表
彰
さ
れ
た
孝
子

全
員
の
伝
の
編
集
を
命
じ
た
も
の

（
１
８
０
６
年
）
に
出
版
さ
れ
、

そ
の
後
、
さ
ら
に
続
々
編
の
三
編

（
十
七
巻
十
七
冊
）
が
天
保
十
四

年
（
１
８
４
３
年
）
に
、
そ
し
て

拾し
ゅ
う

遺い

（
二
巻
二
冊
）
が
弘こ

う

化か

元
年

（
１
８
４
４
年
）
に
刊
行
さ
れ
て

編
纂
事
業
が
終
了
し
た
。
初
編
で

２
２
０
人
、
二
編
で
１
８
６
人
、

三
編
で
３
９
０
人
、拾
遺
で
36
人
、

合
計
８
３
２
人
の
孝
子
を
始
め
善

行
者
た
ち
の
評
伝
を
編
集
し
た
も

の
で
あ
る
。

府
中
町
文
化
財
保
護
審
議
会
会
長

 

横
田　

禎
昭

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
斉
賢
の
代
に

完
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
本
以
前
の
広
島
藩
の
孝

子
伝
に
は
、
寺
田
臨り

ん

川せ
ん

著
『
二

孝
伝
』（
元
文
元
年
＝
１
７
３
６

年
）、
天
津
源
之
進
著
『
孝
女
伝
』

（
寛
延
元
年
＝
１
７
４
８
年
）、
同

著
『
孝
子
伝
』（
寛
延
二
年
）
が

出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は

僅
か
四
人
の
伝
で
あ
る
た
め
、
問

題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
『
芸

備
孝
義
伝
』
は
、
続
編
で
あ
る
二

編
（
七
巻
七
冊
）
が
文
化
三
年

国郡志下調べ書出し帖（写本）

府中町環境センター（府中町八幡４丁目1-1）　☎286-3266

ごみは、午前８時30分まで
にごみステーションに出してください。

11／３
（水／祝）

北部 （収集しません）

南部

埋立ごみ・有害ごみ
（第１回目水曜日地区）

ペットボトル・紙パック・白色トレイ
（第１回目水曜日地区）

※有価物は収集しません

11／23
（火／祝）

北部
ペットボトル・紙パック・白色トレイ

（第４回目火曜日地区）
※有価物は収集しません

南部 普通ごみ（火・金曜日地区）
※ ただし、環境センターへのごみの持ち込みは受け付け
ていませんので注意してください。
※ごみの種類を間違えないようお願いします。

◆次のごみは、ごみステーションに出してはいけません。
　自己搬入するか、購入先または専門の処理業者等へ相談してください。
・車の部品（個人で取り替えた小物のみ）は、自己搬入可能です。
　ただし、車のタイヤは業者に処分依頼してください。（自己搬入不可）
・バッテリーは、自己搬入可能です。
・電子オルガン（小型卓上タイプのみ）は、自己搬入可能です。
・ガスボンベ（カセット式ガスボンベ以外のもの）は、業者に処分依頼してく
ださい。（自己搬入不可）

・消火器は、使用済みのものに限り、自己搬入可能です。
※ 未使用状態の場合は、消防機器同業組合広島支部（広島市西区商工センター
6-4-7・☎278-3830）へ相談してください。（処分費は有料）
・家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機）は、①家電
販売店に引き取りを依頼する、②指定引取場所へ持ち込む、③町の委託業者
に引き取りを依頼する、④環境センターに持ち込む方法のいづれかの方法で
処分してください。

・パソコン本体・ディスプレイは、製造メーカーまたはパソコン３R推進センター
（☎03-5282-7685　http://www.pc3r.jp）に連絡してください。（自己搬入不可）
※ なお、「平成22年度版家庭ごみの正しい出し方」で、これらの詳しい処理方法
をよく確認の上、処分してください。

ごみ不法投棄は、犯罪です。

正しいごみ出しにご協力を

ごみの 特 別 収 集
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